　　　都城市市民公益活動支援事業費補助金交付要綱
（趣旨）
第１条　市は、地域社会の様々な課題の解決を目指して、市民が主体的にまちづくりに取り組むために、市民公益活動団体が自ら企画及び実施するさまざまな市民公益活動に対して補助金を交付するものとし、その交付については、都城市補助金等交付規則（平成18年規則第64号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
（定義）
第２条　この要綱において、市民公益活動とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(１)　市民の自主的なものであること。
(２)　市民が自由な発想で自発的及び自立的に行うものであること。
(３)　広く公共の利益を図るためのものであること。
(４)　営利を目的としないものであること。
(５)　宗教及び政治活動等特定の活動を目的としないものであること。
(６)　市民生活の秩序や安全に脅威を与えないものであること。
２　この要綱において、市民公益活動団体とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(１)　市民公益活動を行うものであること。
(２)　都城市内に代表となる連絡先を有し、主に都城市内で活動していること。
(３)　団体への加入及び団体からの脱退が自由であり、構成員資格の取得又は喪失に関して、不当な条件を付さないこと。
(４)　規約、会則等で代表者や運営の方法を定めていること。
(５)　活動が組織的かつ継続的に行われていること。
(６)　暴力団又はその構成員の統制下にないこと。
(７)　代表者を含めて３人以上の役員がいること。
（補助金の種類）
第３条　補助金の種類は、別表のとおりとする。
（補助金の交付申請）
第４条　補助金の交付申請をしようとするときは、補助金等交付申請書に別表に掲げる書類を添え、指定された期日までに提出しなければならない。
（事業の審査）
第５条　市長は、補助金交付申請のあった事業の内容について市民公益活動支援事業審査会（以下「審査会」という。）において審査させ、適当であると認められたものについて補助金の交付を決定するものとする。
（補助金の支払方法）
第６条　補助金の支払方法は、概算払とする。
（申請の取下げ）
第７条　申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過する日までとする。
（事業実績の報告）
第８条　補助対象者は、事業終了後、補助事業等実績報告書に別表に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
２　補助対象者は、前項の規定により報告書を提出した後、市が開催する市民公益活動報告会において、その成果を発表しなければならない。
　（審査会）
第９条　第４条の規定による申請について審査するため、審査会を設置する。
２　審査会における委員は、次に掲げる者をもって充てる。
（１）地域振興部長
（２）地域振興課長
（３）総合政策課長
（４）福祉課長
（５）環境政策課長
（６）教育政策課長
３　審査会に会長を置き、会長には地域振興部長を、副会長には地域振興課長をもって充てる。
４　会長は、審査会を代表し、会務を総理する。ただし、会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。
５　審査会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長となる。
６　会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
７　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
８　会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
９　会議は、公開とする。ただし、災害その他のやむを得ない事情により公開することが適切でないと会長が認めた場合は、会議を公開しないことができる。
１０　会長は、会議の結果を市長に報告する。
１１　審査会の庶務は、地域振興部地域振興課において処理する。
附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成18年１月１日から施行する。
（経過措置）
２　この要綱の施行の日の前日までに、合併前の元気づくり21事業費補助金交付要綱（平成17年度都城市告示第19号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
（この要綱の失効）
３　この要綱は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。
附　則（平成18年３月31日改正）
この要綱は、平成18年４月１日から施行する。
附　則（平成19年２月22日改正）
（施行期日）
１　この要綱は、平成19年４月１日から施行する。
（都城市山之口住みよいふるさとづくり事業補助金交付要綱及び都城市高城地域21世紀フォーラム事業補助金交付要綱の廃止）
２　都城市山之口住みよいふるさとづくり事業補助金交付要綱（平成17年度告示第20号）及び都城市高城地域21世紀フォーラム事業補助金交付要綱（平成18年度告示第62号）は、廃止する。
（経過措置）
３　この要綱の施行の日の前日までに、改正前の都城市元気づくり21事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附　則（平成20年３月28日改正）
この要綱は、平成20年４月１日から施行する。
附　則（平成21年７月24日改正）
この要綱は、平成21年８月１日から施行する。
附　則（平成23年３月30日改正）
この要綱は、平成23年４月１日から施行する。
附　則（平成23年５月27日改正）
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都城市市民公益活動支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年４月１日から適用する。
附　則（平成26年３月６日改正）
この要綱は、平成26年３月６日から施行する。
附　則（平成27年１月19日改正）
この要綱は、平成27年４月１日から施行する。
附　則（平成29年２月３日改正）
この要綱は、平成29年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定は、公表の日から施行する。
　　　附　則（令和２年３月13日改正）
　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定は、令和２年３月13日から施行する。
附　則（令和２年５月13日改正）
この要綱は、令和２年５月13日から施行する。
附　則（令和３年３月19日改正）
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
附　則（令和４年３月29日改正）
この要綱は、令和４年４月１日から施行する。
附　則（令和５年３月　日改正）
この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
附　則（令和８年３月　日改正）
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



























別表（第３条、第４条、第８条関係）
	補助金の種類
	事業支援型補助金

	補助内容
	市民公益活動団体の自立を促すことを目的とし、市民公益活動団体が継続して取り組む事業に対する補助

	補助対象者
	第２条第２項に規定する市民公益活動団体

	補助対象事業
	次のいずれにも該当する事業
１　地域課題の解決を図る事業又は市民公益活動及び地域コミュニティの活性化に繋がる事業
２　年度内に完了する事業
３　補助を受けようとしている年度に、この告示による補助金以外の市補助金を受けていない事業

	補助対象経費
	補助の対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要な経費から、食糧費、不動産及び備品購入に係る経費を除くものとする。ただし、事業実施に当たり必要不可欠と認められる備品購入については、２万円を限度として補助対象経費とする。

	補助の回数
	年度内に１団体につき１回とする。

	補助金額
	25万円以内

	補助率
	補助対象経費の90パーセント以内

	申請に係る添付書類
	１　事業計画書（様式第１号）
２　収支予算書
３　団体概要書（様式第２号）
４　団体の定款又は会則

	実績報告に係る添付書類
	１　事業結果報告書（様式第３号）
２　収支決算書
３　支出を証明する書類の写し

	
	

	
	４　事業実施の記録

	交付条件
	１　この補助金は、目的以外に使用してはならない。
２　この補助金について、市長の調査により補助の目的に従って遂行されていないと認められるときは、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
３　都城市情報公開条例（平成18年条例第28号）第22条の規定に基づき、文書の公開に努めなければならない。



様式第１号（別表関係）


団体名　　　　　　　　　　　　　　
事　業　計　画　書
	１ 事　業　名
	

	２ 事業の目的・目標
	【事業の目的】

【今年度の目標】


	３ 事業の内容・手法、特徴や期待される効果等
（継続の場合は、前回の活動との違いも必ず書いてください。）
	【現在の状態】

【期待される効果】

【その手法等】

【市民への周知方法】


	４ 実施スケジュール
	月
	内　　容

	
	４月
	

	
	５月
	

	
	６月
	

	
	７月
	

	
	８月
	

	
	９月
	

	
	１０月
	

	
	１１月
	

	
	１２月
	

	
	１月
	

	
	２月
	

	
	３月
	

	
５ 事業実施期間
	　令和　　年　月　日　～　令和　　年　月　日

	６ 事業実施場所
	

	７ 事業対象者（市民）の参加見込数
	
事業の対象者（市民）の参加見込数を記入してください。

実人数（　　　　　）人・延人数（　　　　　）人


	８　関係する課名等
	事業の内容に関係する部署（課など）があればご記入ください。

	９ 事業の継続性
（いずれかに○を付けてください。）
	（ 　 ）　今後も継続したい
（　　）　概ね事業は完了見込
（　　）　継続するかどうかわからない



様式第２号（別表関係）
団　体　概　要　書
	ふりがな
１団体名
	団体種別（法人格名称など）も必ず記入してください。



	２設立年月日
	　　年　　月　　日

	３団体組織
体制
	定款・会則に定めた役員から成る役員名簿を添付してください。



	４会員数・単位
	利用会員・賛助会員など種類別に、個人・団体を分けて記入してください。

	５設立目的
	定款・会則のとおり記載してください。




	６主な活動内容と活動実績
	設立の経緯や、実施してきた活動について簡単に記入してください。
　




	７情報発信
	会報等の発行：無、有（年　　回）
ホームページ：無、有（ＵＲＬ　　　　　　　　　　　　　　）
※活動内容が分かるチラシ等がある場合は、添付してください。

	８過去の補助実績
	



	９今後の活動展開
	






　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　

役　員　名　簿

	役　職　名
	氏　　名
	住　　所

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	事業に関する連絡先

	氏名（ふりがな）
	住　　所:
電話番号:
FAX 番号:
Ｅ－mail:
条件（連絡可能な時間帯など）


「事業に関する連絡先」欄には、申請された事業の実施等について、直接問い合わせのできる担当者を記入してください。






様式第３号（別表関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　
事業結果報告書
	１　事業名
＊申請書のとおり記入してください。
	

	２　事業の目的・目標

＊申請書のとおり記入してください。
	【事業の目的】

【今年度の目標】


	３　事業の内容
	【当初の状態】
＊申請書の【現在の状態】のとおり記入してください。

【具体的内容】

【市民への周知】


	４　事業経過
	月
	内容

	
	　４月
	

	
	　５月
	

	
	　６月
	

	
	　７月
	

	
	　８月
	

	
	　９月
	

	
	１０月
	

	
	１１月
	

	
	１２月
	

	
	　１月
	

	
	　２月
	

	
	　３月
	

	５　目標達成度
	　　　　　　　　％達成

	６　事業を実施して得られた成果や確認された効果等
	

	７　事業の企画から実施の段階で苦労した点や反省点及び今後の課題等
	

	８　事業実施期間
	　　年　　月　　日　　～　　　　年　　月　　日

	９　事業実施場所
	

	10　事業対象者（市民）の参加者数
	事業の対象者（市民）の参加人数を記入してください。
実人数（　　　　　　　）人・延人数（　　　　　　　）人

【参加した市民の声】

	11　事業の継続性
（いずれかに○を付けてください。）
	（　　）　今後も継続したい
（　　）　概ね事業は完了見込
（　　）　継続するかどうかわからない
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